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詳しくは栃木県交通安全基金の
ホームページをご覧ください。

栃木県　交通安全基金 検索

栃木県交通安全基金への寄附をお願いします栃木県交通安全基金への寄附をお願いします
　参加・体験・実践型の交通安全教育の実施
など、交通事故のない安全安心な「とちぎ」
をつくるために活用されます。

携帯電話使用等
最大１年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転
３年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

（令和６年11月１日
 道路交通法改正）罰則強化「ながらスマホ」

「酒気帯び運転」
自転車の

主な違反行為について主な違反行為について

並進無灯火

携帯電話使用
反則金 12,000円 反則金 5,000円 反則金 6,000円 反則金 7,000円

反則金 5,000円 反則金 3,000円

しゃ断踏切立入り一時不停止 信号無視

傘さし
反則金 5,000円

右側通行
反則金 6,000円

令和8年
（2026）
栃木県
実施要綱

令和8年
（2026）
栃木県
実施要綱

統一行動日統一行動日

主 唱  　栃木県・栃木県交通安全対策協議会
事務局 栃木県生活文化スポーツ部くらし安全安心課
〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番２０号　　ＴＥＬ 028－623－2185　　ＦＡＸ 028－623－2182

栃木県のホームページ
http://www.pref.tochigi.lg.jp

４月　８日（水）　「自転車の安全で適正な利用」強化の日
４月１0日（金）　交通事故死ゼロを目指す日（全国統一）
４月１0日（金）　「飲酒運転根絶」強化の日
４月１３日（月）　「こどもや高齢者に優しい３Ｓ運動」推進強化の日

実施期間 令和8（2026）年4月6日（月）から4月15日（水）
交通安全
スローガン マナーアップ！ あなたが主役です

高めよう！ とちぎの交通マナー

1 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
２ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
3 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの
                       理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

古紙パルプ配合率
70％再生紙を使用

運動の
重点
運動の
重点

春の交通安全
県民総ぐるみ運動
春の交通安全
県民総ぐるみ運動
春の交通安全
県民総ぐるみ運動

令和７年度　交通事故防止に関するポスターコンクール

県
立
馬
頭
高
等
学
校

　荒
井

　英
望
さ
ん

最
優
秀
賞
作
品

　
　県
立
足
利
工
業
高
等
学
校

　堀
江

　美
羽
さ
ん

優
秀
賞
作
品

自転車の違反に交通反則切符と反則金！自転車の違反に交通反則切符と反則金！
●交通反則通告制度とは、一定の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付し、
　違反者が反則金を納付すれば、刑事罰を科されない制度です。
●令和８（２０２６）年４月１日から施行。
●１６歳以上の運転者による１１３種類の交通違反が対象となります。
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１　通学路・生活道路におけるこどもを始めとする
　  歩行者の安全確保

２　「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の
　　安全運転意識の向上
　

３　自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルール
　　の理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

① 車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と一時停止を
　 守って、安全確認

④ 飲酒運転は禁止

「運動の重点」「運動の重点」「運動の重点」

「ながらスマホ」の根絶「ながらスマホ」の根絶

ずっと　止まれる　栃木県！ずっと　止まれる　栃木県！

○　運転中のスマホ等の通話や画面を見ることは、わずかな時間でも、
　前方の安全確認がおろそかになり大きな事故につながります。
○　自転車も含め運転中にスマホを操作したり、画面を見たりすることは
　絶対にやめましょう。
○　自動車（乗用車、貨物車、特殊車）でスマホ等を使用しながらの
　交通事故は、死亡事故の発生リスクが約３.７倍になります。

○　運転者は、歩行者優先の意識を持ち、「思いやり・ゆずり合い」の気持ち
　を持って安全に運転しましょう。
○　横断歩道は、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、
　横断歩道手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

○　一時不停止、信号無視は自転車も
　道路交通法違反です。

○　自転車の飲酒運転
　も犯罪です。

詳しい自転車の交通ルールについては警察庁ホームページをご確認ください。

⑤ ヘルメットを着用
○　自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約５割が頭部に致命傷を負って
　います。（令和２年～令和６年合計、警察庁調べ）
○　交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
○　道路交通法で、自転車ヘルメット着用は努力義務です。
○　栃木県自転車条例で、自転車保険加入は義務です。

③夜間はライトを点灯
○　夜間はライトを点灯しなければ
　なりません。
○　反射材も活用しましょう。

○　標識や標示によって歩道
  を通行することができること
  とされている場合
○　13歳未満の子供や70歳以上の高齢
者、車道通行に支障がある方

○　車道又は交通の状況からやむを得な　
　い場合

守ろう！「自転車安全利用五則」

※以下の場合、普通自転車は
歩道を通行することができます

令和７年中における交通事故死者数は６９人、
うち横断中の死者数は１６人で全体の２３．２％を占めています。

こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保
○　通学路や未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動する経路等において見守り活動を
　しましょう。
○　生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、「生活道路は人が優先」という
　意識を持ちましょう。
○　令和８年９月１日から、センターライン等のない生活道路における自動車の法定速度が30
　キロメートル毎時に引き下げられます。
歩行者の交通ルールの理解・遵守の徹底
○　歩行者は横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、その信号に
　従うことなどの交通ルールを守りましょう。
○　歩行者は、自らの安全を守るための行動として、運転者に対して
　「横断する意思」を手をあげるなどして明確に伝え、安全を確認して
　横断を始めましょう。
○　歩きスマホは、注意力が散漫になり、車や周囲の危険に気付く
　のが大幅に遅れるため、絶対にやめましょう。

携帯電話等使用有無別死亡事故率比較
【令和2年～6年】 出典：警察庁

（注）「死亡事故率」とは、交通事故のうち死亡事故の占める割合をいう。

運転者の歩行者優先意識等の徹底

「令和7年度
　交通事故防止に関するポスターコンクール」入選作品
　　　　　県立足利工業高等学校　鈴木　優歩さん

「令和７年度
　交通事故防止に関するポスターコンクール」入選作品
　　　　　県立足利工業高等学校　渡邉　柚希さん

○特定小型原動機付自転車の基準を満たしているか必ず
確認しましょう。
○運転免許は不要ですが、１６歳未満の者は運転禁止です。
○自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
○乗車用ヘルメットは頭部を守るため着用してください。
○ナンバープレートを取り付けなければなりません。

特定小型原動機付自転車について特定小型原動機付自転車について

詳しい車両型式情報は国土交通省
ホームページをご確認ください。

詳しい交通ルールについては警察庁
ホームページをご確認ください。

警音器

制動装置

前照灯

尾灯、
制動灯

方向指示器

後部反射器

（注）最高速度表示灯

バッテリーの安全性

車道等では点灯、歩道では点滅

（ブレーキ）

走行安定性

スピードリミッター

その他
満たすべき基準

（クラクション等）

など

（ヘッドライト）

PSEマーク等の基準への適合を確認

（ウィンカー）

（テールランプ、
ブレーキランプ）

（リフレクター）

段差等を安全に
走行できること

設定最高速度を超えて
加速しないこと、

走行中は設定最高速度の
変更ができないこと

特定小型原動機付自転車の保安基準項目
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詳しい交通ルールについては警察庁
ホームページをご確認ください。

警音器

制動装置

前照灯

尾灯、
制動灯

方向指示器

後部反射器

（注）最高速度表示灯

バッテリーの安全性

車道等では点灯、歩道では点滅

（ブレーキ）

走行安定性

スピードリミッター

その他
満たすべき基準

（クラクション等）

など

（ヘッドライト）

PSEマーク等の基準への適合を確認

（ウィンカー）

（テールランプ、
ブレーキランプ）

（リフレクター）

段差等を安全に
走行できること

設定最高速度を超えて
加速しないこと、

走行中は設定最高速度の
変更ができないこと

特定小型原動機付自転車の保安基準項目
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１　通学路・生活道路におけるこどもを始めとする
　  歩行者の安全確保

２　「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の
　　安全運転意識の向上
　

３　自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルール
　　の理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

① 車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と一時停止を
　 守って、安全確認

④ 飲酒運転は禁止

「運動の重点」「運動の重点」「運動の重点」

「ながらスマホ」の根絶「ながらスマホ」の根絶

ずっと　止まれる　栃木県！ずっと　止まれる　栃木県！

○　運転中のスマホ等の通話や画面を見ることは、わずかな時間でも、
　前方の安全確認がおろそかになり大きな事故につながります。
○　自転車も含め運転中にスマホを操作したり、画面を見たりすることは
　絶対にやめましょう。
○　自動車（乗用車、貨物車、特殊車）でスマホ等を使用しながらの
　交通事故は、死亡事故の発生リスクが約３.７倍になります。

○　運転者は、歩行者優先の意識を持ち、「思いやり・ゆずり合い」の気持ち
　を持って安全に運転しましょう。
○　横断歩道は、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、
　横断歩道手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

○　一時不停止、信号無視は自転車も
　道路交通法違反です。

○　自転車の飲酒運転
　も犯罪です。

詳しい自転車の交通ルールについては警察庁ホームページをご確認ください。

⑤ ヘルメットを着用
○　自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約５割が頭部に致命傷を負って
　います。（令和２年～令和６年合計、警察庁調べ）
○　交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
○　道路交通法で、自転車ヘルメット着用は努力義務です。
○　栃木県自転車条例で、自転車保険加入は義務です。

③夜間はライトを点灯
○　夜間はライトを点灯しなければ
　なりません。
○　反射材も活用しましょう。

○　標識や標示によって歩道
  を通行することができること
  とされている場合
○　13歳未満の子供や70歳以上の高齢
者、車道通行に支障がある方

○　車道又は交通の状況からやむを得な　
　い場合

守ろう！「自転車安全利用五則」

※以下の場合、普通自転車は
歩道を通行することができます

令和７年中における交通事故死者数は６９人、
うち横断中の死者数は１６人で全体の２３．２％を占めています。

こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保
○　通学路や未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動する経路等において見守り活動を
　しましょう。
○　生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、「生活道路は人が優先」という
　意識を持ちましょう。
○　令和８年９月１日から、センターライン等のない生活道路における自動車の法定速度が30
　キロメートル毎時に引き下げられます。
歩行者の交通ルールの理解・遵守の徹底
○　歩行者は横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、その信号に
　従うことなどの交通ルールを守りましょう。
○　歩行者は、自らの安全を守るための行動として、運転者に対して
　「横断する意思」を手をあげるなどして明確に伝え、安全を確認して
　横断を始めましょう。
○　歩きスマホは、注意力が散漫になり、車や周囲の危険に気付く
　のが大幅に遅れるため、絶対にやめましょう。

携帯電話等使用有無別死亡事故率比較
【令和2年～6年】 出典：警察庁

（注）「死亡事故率」とは、交通事故のうち死亡事故の占める割合をいう。

運転者の歩行者優先意識等の徹底

「令和7年度
　交通事故防止に関するポスターコンクール」入選作品
　　　　　県立足利工業高等学校　鈴木　優歩さん

「令和７年度
　交通事故防止に関するポスターコンクール」入選作品
　　　　　県立足利工業高等学校　渡邉　柚希さん

○特定小型原動機付自転車の基準を満たしているか必ず
確認しましょう。
○運転免許は不要ですが、１６歳未満の者は運転禁止です。
○自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
○乗車用ヘルメットは頭部を守るため着用してください。
○ナンバープレートを取り付けなければなりません。

特定小型原動機付自転車について特定小型原動機付自転車について

詳しい車両型式情報は国土交通省
ホームページをご確認ください。

詳しい交通ルールについては警察庁
ホームページをご確認ください。
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特定小型原動機付自転車の保安基準項目

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

約3.7倍

使用なし

0.71

（％）

使用あり

2.63

１　通学路・生活道路におけるこどもを始めとする
　  歩行者の安全確保

２　「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の
　　安全運転意識の向上
　

３　自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルール
　　の理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

① 車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と一時停止を
　 守って、安全確認

④ 飲酒運転は禁止

「運動の重点」「運動の重点」「運動の重点」

「ながらスマホ」の根絶「ながらスマホ」の根絶

ずっと　止まれる　栃木県！ずっと　止まれる　栃木県！

○　運転中のスマホ等の通話や画面を見ることは、わずかな時間でも、
　前方の安全確認がおろそかになり大きな事故につながります。
○　自転車も含め運転中にスマホを操作したり、画面を見たりすることは
　絶対にやめましょう。
○　自動車（乗用車、貨物車、特殊車）でスマホ等を使用しながらの
　交通事故は、死亡事故の発生リスクが約３.７倍になります。

○　運転者は、歩行者優先の意識を持ち、「思いやり・ゆずり合い」の気持ち
　を持って安全に運転しましょう。
○　横断歩道は、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、
　横断歩道手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

○　一時不停止、信号無視は自転車も
　道路交通法違反です。

○　自転車の飲酒運転
　も犯罪です。

詳しい自転車の交通ルールについては警察庁ホームページをご確認ください。

⑤ ヘルメットを着用
○　自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約５割が頭部に致命傷を負って
　います。（令和２年～令和６年合計、警察庁調べ）
○　交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
○　道路交通法で、自転車ヘルメット着用は努力義務です。
○　栃木県自転車条例で、自転車保険加入は義務です。

③夜間はライトを点灯
○　夜間はライトを点灯しなければ
　なりません。
○　反射材も活用しましょう。

○　標識や標示によって歩道
  を通行することができること
  とされている場合
○　13歳未満の子供や70歳以上の高齢
者、車道通行に支障がある方

○　車道又は交通の状況からやむを得な　
　い場合

守ろう！「自転車安全利用五則」

※以下の場合、普通自転車は
歩道を通行することができます

令和７年中における交通事故死者数は６９人、
うち横断中の死者数は１６人で全体の２３．２％を占めています。

こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保
○　通学路や未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動する経路等において見守り活動を
　しましょう。
○　生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、「生活道路は人が優先」という
　意識を持ちましょう。
○　令和８年９月１日から、センターライン等のない生活道路における自動車の法定速度が30
　キロメートル毎時に引き下げられます。
歩行者の交通ルールの理解・遵守の徹底
○　歩行者は横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、その信号に
　従うことなどの交通ルールを守りましょう。
○　歩行者は、自らの安全を守るための行動として、運転者に対して
　「横断する意思」を手をあげるなどして明確に伝え、安全を確認して
　横断を始めましょう。
○　歩きスマホは、注意力が散漫になり、車や周囲の危険に気付く
　のが大幅に遅れるため、絶対にやめましょう。

携帯電話等使用有無別死亡事故率比較
【令和2年～6年】 出典：警察庁

（注）「死亡事故率」とは、交通事故のうち死亡事故の占める割合をいう。

運転者の歩行者優先意識等の徹底

「令和7年度
　交通事故防止に関するポスターコンクール」入選作品
　　　　　県立足利工業高等学校　鈴木　優歩さん

「令和７年度
　交通事故防止に関するポスターコンクール」入選作品
　　　　　県立足利工業高等学校　渡邉　柚希さん

○特定小型原動機付自転車の基準を満たしているか必ず
確認しましょう。
○運転免許は不要ですが、１６歳未満の者は運転禁止です。
○自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
○乗車用ヘルメットは頭部を守るため着用してください。
○ナンバープレートを取り付けなければなりません。

特定小型原動機付自転車について特定小型原動機付自転車について

詳しい車両型式情報は国土交通省
ホームページをご確認ください。

詳しい交通ルールについては警察庁
ホームページをご確認ください。

警音器

制動装置

前照灯

尾灯、
制動灯

方向指示器

後部反射器

（注）最高速度表示灯

バッテリーの安全性

車道等では点灯、歩道では点滅

（ブレーキ）

走行安定性

スピードリミッター

その他
満たすべき基準

（クラクション等）

など

（ヘッドライト）

PSEマーク等の基準への適合を確認

（ウィンカー）

（テールランプ、
ブレーキランプ）

（リフレクター）

段差等を安全に
走行できること

設定最高速度を超えて
加速しないこと、

走行中は設定最高速度の
変更ができないこと

特定小型原動機付自転車の保安基準項目



21

8

3 4

765

必
ず
止
ま
っ
て
安
全
確
認
！

必
ず
止
ま
っ
て
安
全
確
認
！

STOP

詳しくは栃木県交通安全基金の
ホームページをご覧ください。

栃木県　交通安全基金 検索

栃木県交通安全基金への寄附をお願いします栃木県交通安全基金への寄附をお願いします
　参加・体験・実践型の交通安全教育の実施
など、交通事故のない安全安心な「とちぎ」
をつくるために活用されます。

携帯電話使用等
最大１年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転
３年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

（令和６年11月１日
 道路交通法改正）罰則強化「ながらスマホ」

「酒気帯び運転」
自転車の

主な違反行為について主な違反行為について

並進無灯火

携帯電話使用
反則金 12,000円 反則金 5,000円 反則金 6,000円 反則金 7,000円

反則金 5,000円 反則金 3,000円

しゃ断踏切立入り一時不停止 信号無視

傘さし
反則金 5,000円

右側通行
反則金 6,000円

令和8年
（2026）
栃木県
実施要綱

令和8年
（2026）
栃木県
実施要綱

統一行動日統一行動日

主 唱  　栃木県・栃木県交通安全対策協議会
事務局 栃木県生活文化スポーツ部くらし安全安心課
〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番２０号　　ＴＥＬ 028－623－2185　　ＦＡＸ 028－623－2182

栃木県のホームページ
http://www.pref.tochigi.lg.jp

４月　８日（水）　「自転車の安全で適正な利用」強化の日
４月１0日（金）　交通事故死ゼロを目指す日（全国統一）
４月１0日（金）　「飲酒運転根絶」強化の日
４月１３日（月）　「こどもや高齢者に優しい３Ｓ運動」推進強化の日

実施期間 令和8（2026）年4月6日（月）から4月15日（水）
交通安全
スローガン マナーアップ！ あなたが主役です

高めよう！ とちぎの交通マナー

1 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
２ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
3 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの
                       理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

古紙パルプ配合率
70％再生紙を使用

運動の
重点
運動の
重点

春の交通安全
県民総ぐるみ運動
春の交通安全
県民総ぐるみ運動
春の交通安全
県民総ぐるみ運動

令和７年度　交通事故防止に関するポスターコンクール

県
立
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自転車の違反に交通反則切符と反則金！自転車の違反に交通反則切符と反則金！
●交通反則通告制度とは、一定の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付し、
　違反者が反則金を納付すれば、刑事罰を科されない制度です。
●令和８（２０２６）年４月１日から施行。
●１６歳以上の運転者による１１３種類の交通違反が対象となります。
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４月　８日（水）　「自転車の安全で適正な利用」強化の日
４月１0日（金）　交通事故死ゼロを目指す日（全国統一）
４月１0日（金）　「飲酒運転根絶」強化の日
４月１３日（月）　「こどもや高齢者に優しい３Ｓ運動」推進強化の日

実施期間 令和8（2026）年4月6日（月）から4月15日（水）
交通安全
スローガン マナーアップ！ あなたが主役です

高めよう！ とちぎの交通マナー

1 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
２ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
3 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの
                       理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

古紙パルプ配合率
70％再生紙を使用
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春の交通安全
県民総ぐるみ運動
春の交通安全
県民総ぐるみ運動
春の交通安全
県民総ぐるみ運動

令和７年度　交通事故防止に関するポスターコンクール
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自転車の違反に交通反則切符と反則金！自転車の違反に交通反則切符と反則金！
●交通反則通告制度とは、一定の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付し、
　違反者が反則金を納付すれば、刑事罰を科されない制度です。
●令和８（２０２６）年４月１日から施行。
●１６歳以上の運転者による１１３種類の交通違反が対象となります。


